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空き家に関する財産管理制度等の概要

制度名 根 拠 概 要 対象となる財産

不在者財産管理制度 民法第25条～第29条

所有者が従来の住所又は居所を去り、容易に戻る
見込みがない場合、利害関係人等の申立てにより、
家庭裁判所は不在者財産管理人を選任。不在者財
産管理人は不在者が所有する財産の管理や処分等
を行うことができる。

不在者の全財産

相続財産清算制度 民法第952条～第959条

相続人のあることが明らかでない場合、利害関係人
等の申立てにより、家庭裁判所は相続財産清算人を
選任。相続財産清算人は、相続財産の管理・清算等
を行うことができる。

相続財産全部

所有者不明建物管理制度
民法第264条の８、第264
条の３～第264条の７

所有者を知ることができず、又はその所在を知ること
ができない場合、利害関係人の申立てにより、地方
裁判所は所有者不明建物管理人を選任。所有者不
明建物管理人はその建物に特化した管理や処分等
を行うことができる。

① 所有者不明建物

② 所有者不明建物にある動産

（建物所有者が所有するもの）

③ 建物の敷地利用権（借地権等）

④ ①から③の処分等により得た財産

管理不全土地管理制度
管理不全建物管理制度

民法第264条の９～民法
第264条の１４

所有者による管理が適切でなく、他人の権利が侵
害されるおそれがある場合、利害関係人の申立てに
より、地方裁判所は管理不全土地（建物）管理人を
選任。管理不全土地（建物）管理人は、その土地（建
物）に特化した管理や処分等を行うことができる。
<想定されるケース＞
・ ひび割れ・破損が生じている擁壁を土地所有者が放置し、

隣地への倒壊のおそれがあるケース
・ ゴミが不法投棄された土地を所有者が放置し、悪臭や害

虫発生による健康被害が生じているケース

① 管理不全土地（建物）

② 管理不全土地（建物）にある動産

（土地（建物）所有者が所有するもの）

③ （建物の場合）建物の敷地利用権
（借地権等）

④ ①から③の処分等により得た財産

〇 所有者が不在・不明等一定の条件を満たす場合に、利害関係人等の請求により裁判所が選任した管理人に、財産、土地・建
物の管理、処分等を行わせる制度が民法に定められている。

〇 不在者財産管理制度、相続財産清算制度（R5.4.1施行）※、所有者不明建物管理制度（R5.4.1施行）、管理不全土
地管理制度・管理不全建物管理制度（R5.4.1施行）等がある。

※ この他、民法には所有者不明土地管理制度がある。

※令和３年法律第２４号により、相続人不分明による相続財産管理制度が相続財産清算制度に改正された。
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財産管理人による空家の管理・処分

＜Ｒ５改正前＞
・民法では、土地・建物等の所有者が不在・不明である場合等に、裁判所が選任した「財産管理人」が管理や処
分を行うことができる制度（財産管理制度）が定められているが、「利害関係人」でないと選任請求ができない。

財産管理人による空家の管理・処分【管理不全空家、特定空家】

利害関係人
選任請求

相続放棄・所有者不明等の空家

修繕・処分

市区町村

裁判所

財産管理人

〔財産管理人選任の申立てイメージ〕

＜Ｒ５改正後＞
・空家等の適切な管理のために特に必要があると認めるときには、市区町村も選任請求可能。

●所有者が従来の住所又は居所を去り、容
易に戻る見込みがない場合

不在者財産管理制度 （民法第25条）

●相続人のあることが明らかでない場合 相続財産清算制度 （民法第952条）

●所有者を知ることができず、又はその所在
を知ることができない場合

所有者不明建物管理制度 （民法第264条の８）

●所有者による管理が適切でなく、他人の権
利が侵害され、又はそのおそれがある場合

管理不全土地・建物管理制度 （民法第264条の９、264条の14）

2※所有者不明土地管理制度は、所有者不明土地法に基づいて市区町村が活用する（所有者不明土地管理人の選任を裁判所に請求する）ことが可能（所有者不明土地法第42条第２項）



【参考】財産管理制度の活用事例（R2活用事例集から抜粋）

国交省HP上では、以下のような財産管理制度の活用事例集も公表中 ※いずれも民法、空家法改正前の事例

URL：https://www.mlit.go.jp/common/001378910.pdf
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地方公共団体における空き家対策の取組に関するアンケート調査

■調査実施主体
• 国土交通省近畿地方整備局建政部住宅整備課

■実施時期
• 令和6年12月5日～令和6年12月19日

■調査対象
• 近畿管内（福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県）の

市町村（215市町村）

■調査内容
１．空き家対策の取組状況（取組内容：①～㉑）

《取組内容》

①セミナー・チラシ等による意識啓発
②相談窓口の設置
③自治組織（町会・自治会等）との連携による空き家の把握
④空き家の実態調査（定期）
⑤空き家の実態調査（不定期）
⑥空き家バンクによるマッチング支援
⑦空き家の改修・除却等への補助
⑧行政指導（指導・勧告・除却等）
⑨職員による見回り
⑩空き家の管理や利活用促進のための条例等の制定
⑪専門家等の紹介・派遣

２. １において「既に取り組んでおり、特に効果が高いと感じる」と回答された取組み内容の
詳細について（各自治体最大３つまで）

⑫管理の紹介（見回り、通風、掃除等）
⑬地域・民間団体（空き家等管理活用支援法人を含む）との連携（管理協定等）
⑭地域への空き家の無償貸与
⑮寄付の受け入れ
⑯行政による購入または借り上げ
⑰税制措置（空き家を放置した場合等の課税強化）
⑱税制措置（空き家対策を講じた場合等の課税減免）
⑲ふるさと納税の活用（例：返礼品として空き家管理サービス提供等）
⑳重点的に空き家対策に取り組む区域の設定（空家等活用促進区域を含む）
㉑財産管理人制度の活用

依頼件数 215

回答数 176

回答率（％） 81.9
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空き家対策の取組状況

• 財産管理制度を活用している自治体は約23.9％だった

• 『取組みたいが課題があり、実施できていない（  部分）』は、財産管理人制度において最も多く選択された。

：既に取り組んでいる   ：現在は取り組んでいない
：特に効果が高いと感じる ：取り組んでいるが課題あり ：どちらにも当てはまらない ：取り組む予定がある ：取り組みたいが課題があり、実施てきていない  ：今後も取り組む予定はない

凡例：
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空き家対策の取組状況（財産管理制度の詳細）

• 『取組みたいが課題があり、実施できていない』自治体では、課題として『職員の知識・経験不足』を選択されている自治体が最も多かった
• 取り組んでいる自治体においても、『課題あり』を選択している自治体が約45％で、課題は『予算の不足』が最も多く、次いで『その他』が多かった
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• 令和5年の法改正で、より財産管理制度の活用の幅が広がった
• 一方で、知識・経験不足により取り組みたくても実施できていない自治体や、取り組んでいても課題がある自治体が多い

本会議では、実際に活用実績のある専門家や地方公共団体の事例紹介を通じて、利用自治体の課題の手助けとなる情報や、
取り組みたいが課題があり実施できていない自治体の手助けになる情報を共有する。

特に効果が高い

と感じる

31%

取組んでいるが

課題あり

45%

どちらにも当

てはまらない

24%

取組む予定がある

11%

取組みたいが

課題があり、

実施できてい

ない

38%

今後も取組む

予定はない

51%

取り組んでいる

取り組んでいない 課題

課題

 空家以外の不動産を所有している場合、処分まで時
間がかかる

 土地の売却を進めているが、買い手が見つからない
 予納金の回収が不確定、追加支払いできない
 管理人との連携が上手くいかない
 売却できる担保を確保した状態で申立てた際、家裁

によって予納金の要否に差にがあり苦慮 等々

【自治体数=42】 【自治体数=19(複数回答可)】

【自治体数=51(複数回答可)】【自治体数=134】



■空き家の除却・活用への支援（市区町村向け）
＜空き家対策基本事業＞
〇 空き家の除却（特定空家等の除却、跡地を地域活性化のために計画的に利用する除却等）
〇 空き家の活用（地域コミュニティ維持・再生のために10年以上活用）

〇 空き家を除却した後の土地の整備
〇 空き家の活用か除却かを判断するためのフィージビリティスタディ
〇 空家等対策計画の策定等に必要な空き家の実態把握
〇 空き家の所有者の特定

※上記６項目は空き家再生等推進事業（社会資本整備総合交付金）でも支援が可能

〇 空家等管理活用支援法人による空き家の活用等を図るための業務
＜空き家対策附帯事業 ＞
〇 空家法に基づく代執行等の円滑化のための法務的手続等を行う事業
 （行政代執行等に係る弁護士相談費用、財産管理制度の活用に伴い発生する予納金等）
＜空き家対策関連事業 ＞
〇空き家対策基本事業とあわせて実施する事業
＜空き家対策促進事業 ＞
○ 空き家対策基本事業と一体となってその効果を一層高めるために必要な事業

■モデル的な取組への支援（NPO・民間事業者等向け）
＜空き家対策モデル事業 ＞
○調査検討等支援事業（ソフト）
 （創意工夫を凝らしたモデル性の高い取組に係る調査検討やその普及・広報等への支援）
○改修工事等支援事業（ハード）
（創意工夫を凝らしたモデル性の高い空き家の改修工事・除却工事等への支援）

空き家対策総合支援事業

地域活性化のため、空き家を地域交流施設に活用

空き家の活用

国

1/3

地方公共団体

1/3

所有者

1/3

＜補助率＞

※市区町村が実施する場合は国２/５、市区町村３/５
※代執行等の場合は国１/２、市区町村１/２

※市区町村が実施する場合は国１/２、市区町村１/２

※モデル事業の補助率
  調査検討等：定額 除却：国2/5、事業者3/5 活用：国1/3、事業者2/3

空き家の所有者が実施

活用

国

2/5

地方公共団体

2/5

所有者

1/5
除却

国

1/2

地方公共団体

1/2

支援法人
による
業務

空き家の所有者が実施

空家等管理活用支援法人が実施

空家法の空家等対策計画に基づき市区町村が実施する空き家の除却・活用に係る取組や、NPOや民間
事業者等が行うモデル性の高い空き家の活用・改修工事等に対して支援（事業期間：平成28年度～令和７年度）

令和７年度当初予算：59億円
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■調査実施主体
• 国土交通省住宅局住宅総合整備課
※集計は国土交通省近畿地方整備局建政部住宅整備課が暫定的に集計

■実施時期
• 令和7年3月24日～令和7年5月9日

■調査対象
• 近畿管内（福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県）の市町村

（215市町村）

■調査内容

【問９】財産管理制度の利用状況
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【参考】空き家等対策に係るアンケート（近畿地方整備局集計版）



【問9】(１)財産管理制度の利用状況（令和6年度の利用状況・市町村数）

• 令和６年度の財産管理制度の利用実績がある市町村は、28市町村あった。
• 各制度のうち、『相続財産清算制度』を利用している市町村が1番多く、23市町村あった。
• 管理不全土地管理人・管理不全建物管理人については、近畿での利用実績はなかった。
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※管理不全土地管理制度・管理不全建物管理制度については、近畿での利用実績はなし

令和6年4月1日～令和7年3月31日の

1年間の累計
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※利用市町村数：５

※利用市町村数：６

※利用市町村数：４

※利用市町村数：23

【問9】 (１)財産管理制度の利用状況（令和6年度の利用状況・件数）

• 「相続財産清算人」及び「所有者不明土地管理人」については、1年間に複数件数を利用している市町村がみられた。
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滋賀県 3件
18.8％

京都府 4件
21.9％

大阪府 9件
28%兵庫県 9件

27%

奈良県 3件
21.9％

和歌山県 5件
37.5%

33件

滋賀県 1件
25%

京都府 1件
25%

兵庫県 2件
50%

4件

滋賀県 3
件
8%
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兵庫県 
30件
86%

和歌山県 1件
3%

35件

滋賀県 1件
20%

京都府 1件
20%

兵庫県 2件
40%

和歌山県 
1件
20%

5件

相続財産清算制度 所有者不明土地管理制度

不在者財産管理制度 所有者不明建物管理制度



【問9】 (３)申立理由別利用実績がある市町村数
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固定資産税等
の滞納

略式代執行
費用の回収

その他空家法に基づく
特定空家等認定

所有者不明土
地法第42条に
基づく申立て

• 草木の繁茂等、管理不全な空き家に係る市民からの通報後、所有者調査により相続人不存在が確認されたことから
• 空家法に基づき適正な管理の促進及び活用等に関する施策を実施する責務を負うが、管理すべき者が確知できない状況で、このまま放置すれば

状況が悪化することが確実であるため
• 相続人不存在
• 土地上にある建物が適切な管理が行われていない空家等であり、当該土地及び建物が早期に売却され、新たな所有者等によって適切に管理さ

れることが望ましいため
• 公道への雑木の越境、瓦の落下など周辺の生活環境に影響があったため
• 市の空家等の適正管理に関する条例に基づく軽微な措置に要した費用の回収及びその適切な管理のために特に必要があるため
• 当該所有者不明土地（建物）において、管理不全及び経年劣化により、隣接する家屋又は生命等に危害を及ぼす可能性があるため
• 相続人不在の危険空き家であった
• 除却及び跡地譲渡
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